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〈提出期限〉
令和 7年

1月 31 日（金）

（１月号） （２）

法
定
調
書

◇
提
出
調
書
と
支
払
内
容
◇

給
与
所
得
の
源
泉
徴
収
事
務
の
締
め
く

く
り
で
あ
る
年
末
調
整
の
手
続
き
が
終
わ

っ
た
後
、
引
き
続
き
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
が
「
法
定
調
書
」
の
作
成
・
提
出

作
業
で
す
。

法
定
調
書
と
は
、
所
得
税
法
、
相
続
税

法
、
租
税
特
別
措
置
法
、
国
外
送
金
等
調

書
法
の
規
定
に
よ
り
、（
令
和
６
年
中
に
）

一
定
の
支
払
い
等
を
し
た
際
に
、
そ
の
内

容
に
つ
い
て
所
定
の
調
書
を
作
成
し
、
所

轄
の
税
務
署
に
提
出
す
る
よ
う
義
務
付
け

ら
れ
て
い
る
も
の
で
す
。

例
え
ば
、
従
業
員
に
対
し
て
給
与
を
支

払
っ
た
場
合
に
は
「
給
与
所
得
の
源
泉
徴

収
票
（
給
与
支
払
報
告
書
）」、
特
定
の
者

に
報
酬
等
を
支
払
っ
た
場
合
に
は「
報
酬
、

料
金
、
契
約
金
及
び
賞
金
の
支
払
調
書
」

の
提
出
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

ま
た
、
地
代
・
家
賃
を
支
払
っ
た
り
、

不
動
産
の
買
入
代
金
を
支
払
っ
た
場
合
の

よ
う
に
源
泉
徴
収
の
対
象
と
さ
れ
て
い
な

い
も
の
に
つ
い
て
も
「
不
動
産
の
使
用
料

等
の
支
払
調
書
」
や
「
不
動
産
等
の
譲
受

け
の
対
価
の
支
払
調
書
」
の
提
出
が
必
要

で
す
。

し
か
し
、
法
定
調
書
の
作
成
・
提
出
の

手
続
き
は
提
出
義
務
者
に
と
っ
て
相
当
の

負
担
と
も
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
課
税
の
公

平
性
を
害
さ
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
、
区

分
や
支
払
金
額
に
よ
り
提
出
不
要
の
限
度

を
設
け
て
い
た
り
、
所
轄
税
務
署
に
提
出

す
る
「
給
与
所
得
の
源
泉
徴
収
票
」
と
市

区
町
村
に
提
出
す
る「
給
与
支
払
報
告
書
」

な
ど
は
様
式
を
統
合
す
る
と
い
っ
た
負
担

軽
減
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。

法
定
調
書
に
は
多
数
多
様
の
種
類
（
６３

種
類
）
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
一
般

的
に
会
社
が
提
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
６
種
類
の
法
定
調
書
の
支
払
内
容
に
つ

い
て
ま
と
め
ま
し
た
。

そ
れ
ぞ
れ
の
法
定
調
書
の
金
額
に
よ
る

提
出
範
囲
や
提
出
不
要
の
も
の
、
そ
の
他

詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
掲
出
の
令
和
６
年
分
「
給
与
所

得
の
源
泉
徴
収
票
等
の
法
定
調
書
の
作
成

と
提
出
の
手
引
」
を
ご
参
照
下
さ
い
。

支払の内容
俸給、給料、賃金、歳費、賞与、その他これらの性質を
有する給与

退職手当、一時恩給、その他これらの性質を有する給与

所得税法第２０４条第１項各号並びに所得税法第１７４条第１０
号及び租税特別措置法第４１条の２０第１項に規定されてい
る報酬、料金、契約金及び賞金
（外交員、集金人、電力量計の検針人、ホステス、コン
パニオン等への報酬、料金等や広告宣伝のための賞金等）

不動産、不動産の上に存する権利、総トン数２０トン以上
の船舶、航空機の借受けの対価や不動産の上に存する権
利の設定の対価
不動産、不動産の上に存する権利、総トン数２０トン以上
の船舶、航空機の対価
不動産、不動産の上に存する権利、総トン数２０トン以上
の船舶、航空機の売買又は貸付けのあっせん手数料

【令和６年分の法定調書の提出から適用される主な改正事項】
※ 令和 6年分の所得税について、定額による所得税の特別控除（定額減税）が実施されています。給与所得者
の方に対する定額減税は、令和 6年 6月 1日以後に支払われる給与等に対する源泉徴収税額からその時点の定
額減税額を控除した上で、年末調整の際にその時点の定額減税額に基づいて精算する方法で行われます。
定額減税の適用を受けることができる人は、令和 6年分所得税の納税者である居住者で、令和 6年分の所得

に係る合計所得金額が 1,805 万円以下である人です。
定額減税額は、①本人 30,000 円 ②同一生計配偶者及び扶養親族 1人につき 30,000 円となります。
上記の改正に伴い、令和 6年分給与所得の源泉徴収票の「（摘要）」欄に、定額減税に関する事項の記載が必

要となりました。（住民税 同 10,000 円）

主な法定調書
給与所得の源泉徴収票（給与支払報告書）
※給与支払報告書は市区町村に提出
退職所得の源泉徴収票・特別徴収票
※特別徴収票は市区町村に提出

報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書

不動産の使用料等の支払調書

不動産等の譲受けの対価の支払調書

不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数
料の支払調書



� �������
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�� ������
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

（３） （１月号）

「
２
０
２
５
年
問
題
」
へ
の
対
応

〜
人
手
不
足
、Ｉ
Ｔ
化
、事
業
承
継
〜

「
２
０
２
５
年
問
題
」
と
は
、
２
０
２

５
年
に
日
本
の
人
口
の
５
人
に
１
人
が
７５

歳
以
上
と
な
り
、
後
期
高
齢
者
が
大
幅
に

増
え
る
こ
と
で
、
社
会
に
大
き
な
影
響
を

及
ぼ
す
問
題
の
こ
と
で
す
。

２
０
２
５
年
は
、
団
塊
の
世
代
（
１
９

４
７
年
〜
１
９
４
９
年
生
ま
れ
）
が
全
て

７５
歳
以
上
に
な
る
一
方
で
、
少
子
化
の
傾

向
に
は
歯
止
め
が
か
か
ら
ず
、
国
民
の
５

人
に
１
人
が
後
期
高
齢
者（
７５
歳
以
上
）、

３
人
に
１
人
が
高
齢
者
（
６５
歳
以
上
）
と

い
う
超
高
齢
化
社
会
を
迎
え
る
年
と
な
り

ま
す
。

こ
の
よ
う
な
人
口
構
造
の
変
化
に
よ

り
、
特
に
労
働
者
不
足
は
深
刻
と
な
り
、

生
産
年
齢
人
口
の
減
少
に
伴
い
、
あ
ら
ゆ

る
業
種
で
人
材
不
足
に
陥
る
懸
念
が
あ
り

ま
す
。

■
人
手
不
足
へ
の
対
応
■

２
０
２
５
年
に
は
労
働
者
が
約
５
８
０

万
人
不
足
す
る
と
推
計
さ
れ
て
お
り
、
今

後
、
よ
り
人
材
確
保
が
難
し
く
な
る
状
況

が
見
込
ま
れ
ま
す
。
そ
の
た
め
、
企
業
に

お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
女
性
や
シ

ニ
ア
、
外
国
人
労
働
者
な
ど
、
潜
在
労
働

力
の
掘
り
起
こ
し
や
多
様
な
人
材
の
採
用

に
取
り
組
む
必
要
が
あ
り
ま
す
。

具
体
的
に
は
、
柔
軟
な
勤
務
時
間
や
テ

レ
ワ
ー
ク
制
度
の
導
入
、
仕
事
と
プ
ラ
イ

ベ
ー
ト
の
バ
ラ
ン
ス
を
考
慮
し
た
「
ワ
ー

ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
」の
支
援
体
制
な
ど
、

多
様
な
人
材
の
ニ
ー
ズ
に
合
っ
た
働
き
方

を
受
け
入
れ
る
体
制
整
備
が
必
要
で
す
。

ま
た
、
正
社
員
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
短
時

間
の
パ
ー
ト
や
副
業
と
し
て
働
き
た
い
人

の
採
用
な
ど
、
雇
用
形
態
に
も
多
様
性
を

も
た
せ
る
と
、
よ
り
採
用
の
幅
が
広
が
る

で
し
ょ
う
。

多
様
な
人
材
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
、

こ
れ
ま
で
と
は
違
う
視
点
で
業
務
を
見
直

す
機
会
と
な
り
、
新
た
な
商
品
開
発
や
業

務
改
善
に
つ
な
が
っ
た
り
、
従
来
の
常
識

と
は
異
な
る
発
想
で
企
業
が
抱
え
る
課
題

の
解
決
も
期
待
で
き
ま
す
。

■
Ｉ
Ｔ
化
、
Ｄ
Ｘ
に
よ
る
業
務
改
善
■

ま
た
、
人
手
不
足
の
解
消
に
つ
な
が
る

労
働
環
境
の
効
率
化
や
自
動
化
を
推
進
す

る
た
め
、
Ｉ
Ｔ
化
や
Ｄ
Ｘ
（
デ
ジ
タ
ル
・

ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
）
に
取
り

組
む
必
要
が
あ
り
ま
す
。
自
社
の
業
務
全

体
を
見
直
し
た
う
え
で
、
人
で
な
く
て
も

問
題
な
い
部
分
を
機
械
や
シ
ス
テ
ム
に
置

き
換
え
る
こ
と
で
、
人
手
不
足
を
カ
バ
ー

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

単
に
ソ
フ
ト
や
ツ
ー
ル
、
機
械
を
導
入

す
れ
ば
よ
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
ど

こ
を
ど
の
よ
う
に
効
率
化
す
れ
ば
よ
い
の

か
を
慎
重
に
検
討
し
、
自
社
の
課
題
に
見

合
う
も
の
を
導
入
し
ま
し
ょ
う
。

Ｉ
Ｔ
化
や
Ｄ
Ｘ
に
よ
り
業
務
の
効
率
化

が
進
め
ば
、
今
い
る
人
数
で
本
来
力
を
入

れ
た
い
業
務
に
人
材
を
集
中
さ
せ
た
り
、

新
た
な
事
業
に
取
り
組
む
こ
と
も
可
能
と

な
り
ま
す
。

ま
た
、
従
業
員
が
付
加
価
値
の
高
い
業

務
に
集
中
で
き
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
モ
チ

ベ
ー
シ
ョ
ン
向
上
や
競
争
力
の
強
化
に
つ

な
が
る
な
ど
の
メ
リ
ッ
ト
も
あ
り
ま
す
。

■
事
業
承
継
■

中
小
企
業
庁
の
調
査
に
よ
る
と
、
２
０

２
５
年
ま
で
に
７０
歳
を
超
え
る
中
小
企

業
・
小
規
模
事
業
者
の
経
営
者
の
う
ち
約

半
数
は
後
継
者
が
決
ま
っ
て
い
ま
せ
ん
。

こ
の
問
題
を
放
置
す
る
と
、
中
小
企
業

の
廃
業
が
急
増
し
、
約
６
５
０
万
人
の
雇

用
が
失
わ
れ
、
約
２２
兆
円
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
が
失

わ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
と
推
測
さ
れ
て
い

ま
す
。

後
継
者
の
育
成
に
は
あ
る
程
度
の
期
間

が
必
要
で
す
。
適
切
な
タ
イ
ミ
ン
グ
で
事

業
承
継
を
実
行
す
る
た
め
に
は
、
後
継
者

の
選
定
や
教
育
、
事
業
承
継
計
画
の
策
定

な
ど
、
し
っ
か
り
と
事
前
に
準
備
す
る
こ

と
が
重
要
で
す
。

親
族
や
社
内
に
後
継
者
候
補
が
い
な
い

場
合
は
、
社
外
の
第
三
者
に
事
業
を
引
き

継
が
せ
る
Ｍ
＆
Ａ
（
第
三
者
承
継
）
も
検

討
し
ま
し
ょ
う
。
後
継
者
不
在
の
場
合
で

も
事
業
を
継
続
で
き
、
従
業
員
の
雇
用
を

守
り
つ
つ
、
取
引
先
と
の
関
係
も
維
持
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

２０２５年問題とは

団塊世代 約８００万人が７５歳に
６５歳以上 約３人に１人 ７５歳以上 約５人に１人

・労働人口の減少による人手不足
・経営者の高齢化と事業承継者の不足
・社会保障費の増加（年金・医療費）
・現役世代の負担の増加（収入減に）

起こりうる影響
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（１月号） （４）

税
務
署
の「
収
受
日
付
印
」

令
和
７
年
１
月
か
ら
廃
止
へ

令
和
７
年
１
月
か
ら
、
税
務
署
の
収
受

日
付
印
の
押
な
つ
が
廃
止
さ
れ
ま
す
。
書

面
で
の
申
告
書
や
申
請
書
、
届
出
書
等
が

い
つ
収
受
さ
れ
た
か
の
「
証
」
と
し
て
、

こ
れ
ま
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た

の
で
す
が
、
な
ぜ
廃
止
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

書
面
に
よ
る
申
告
書
等
の
提
出
は
従

来
、
窓
口
提
出
と
郵
送
提
出
の
２
つ
が
あ

り
ま
し
た
。「
提
出
用
」
と
「
控
え
用
」

の
２
つ
に
収
受
日
付
印
を
押
な
つ
し
て
も

ら
い
、
控
え
用
を
手
元
で
保
管
し
ま
す
。

郵
送
提
出
は
、
切
手
を
貼
付
し
た
「
返
信

用
封
筒
」
を
同
封
す
れ
ば
、
後
日
、
収
受

日
付
印
を
押
な
つ
し
た
控
え
が
返
送
さ
れ

ま
し
た
。

窓
口
・
郵
送
と
も
に
「
提
出
用
」
の
み

令
和
７
年
１
月
か
ら
は
、
こ
の
対
応
が

基
本
的
に
廃
止
さ
れ
ま
す
。
窓
口
・
郵
送

提
出
と
も
に
提
出
す
る
の
は
「
提
出
用
」

（
正
本
）の
み
で
、
提
出
日
に
つ
い
て
は
、

自
ら
記
録
・
管
理
す
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。た

だ
し
、
令
和
７
年
１
月
以
降
で
も
、

当
面
の
間
の
対
応
と
し
て
、
希
望
者
に
は

リ
ー
フ
レ
ッ
ト
（
今
般
の
見
直
し
の
内
容

と
申
告
書
等
の
提
出
事
実
等
の
確
認
方
法

を
案
内
す
る
も
の
）
に
申
告
書
等
を
収
受

し
た
日
付
・
税
務
署
名
を
記
載
し
た
リ
ー

フ
レ
ッ
ト
を
窓
口
で
交
付
す
る
と
し
て
い

ま
す
。
郵
送
提
出
で
は
、
切
手
を
貼
付
し

た
返
信
用
封
筒
を
同
封
す
る
と
、
こ
の
リ

ー
フ
レ
ッ
ト
が
返
送
さ
れ
る
模
様
で
す
。

税
務
行
政
の
Ｄ
Ｘ
化
促
進
の
一
環

国
税
庁
に
よ
る
と
、
申
告
手
続
の
オ
ン

ラ
イ
ン
化
な
ど
、
税
務
行
政
の
Ｄ
Ｘ
化
を

進
め
る
中
、
令
和
５
年
度
の
ｅ‐

Ｔ
ａ
ｘ

利
用
率
は
、
所
得
税
申
告
で
６９
・
３
％
、

法
人
税
申
告
で
８６
・
２
％
に
達
し
て
お

り
、
今
後
も
ｅ‐

Ｔ
ａ
ｘ
の
利
用
拡
大
が

さ
ら
に
見
込
ま
れ
る
と
し
て
い
ま
す
。
そ

こ
で
、
国
税
に
関
す
る
手
続
の
見
直
し
の

一
環
と
し
て
、
書
面
で
提
出
さ
れ
た
申
告

書
等
の
控
え
に
収
受
日
付
印
の
押
な
つ
が

廃
止
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

国
税
庁
サ
イ
ト
で
は
、
本
件
に
つ
い
て

の
Ｑ
＆
Ａ
が
令
和
６
年
２
月
に
掲
出
さ

れ
、
そ
の
後
も
随
時
更
新
が
さ
れ
て
い
ま

す
。
そ
の
他
、
最
新
の
情
報
に
つ
き
ま
し

て
は
、
同
サ
イ
ト
を
ご
参
照
下
さ
い
。

新
年
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご

ざ
い
ま
す
。
本
年
も
よ
ろ
し
く
お
願

い
申
し
上
げ
ま
す
。
▼
政
府
は
、
昨

年
末
、
物
価
高
対
策
な
ど
を
盛
り
込

ん
だ
総
合
経
済
対
策
を
決
定
し
ま
し

た
。総
額
約
３９
兆
円
の
事
業
規
模
で
、

２
０
２
３
年
度
を
上
回
る
大
型
の
経

済
対
策
と
な
り
ま
し
た
。
▼
経
済
対

策
の
柱
の
１
つ
が
「
日
本
経
済
・
地

方
経
済
の
成
長
」
で
、
す
べ
て
の
世

代
の
賃
金
・
所
得
を
増
や
す
と
し
て

い
ま
す
。
特
に
、
最
低
賃
金
を
２
０

２
０
年
代
に
全
国
平
均
で
１
５
０
０

円
に
引
き
上
げ
る
目
標
に
向
け
、
中

小
企
業
へ
の
支
援
策
を
多
く
盛
り
込

み
ま
し
た
。
賃
上
げ
の
た
め
に
業
務

改
善
や
設
備
投
資
を
行
う
中
小
企
業

へ
の
助
成
を
行
う
と
し
て
い
ま
す
。

▼
経
済
情
勢
が
見
通
せ
な
い
現
在
、

政
府
に
よ
る
経
済
支
援
策
だ
け
で
な

く
、私
た
ち
も
、自
ら
の
知
恵
と
勇
気

で
状
況
を
切
り
開
く「
企
業
家
精
神
」

が
求
め
ら
れ
ま
す
。
▼
今
年
の
干
支

は
、「
巳
年（
へ
び
年
）」で
す
。巳（
み
・

へ
び
）は
、脱
皮
に
よ
っ
て
古
い
姿
を

捨
て
新
し
い
姿
に
生
ま
れ
変
わ
る
こ

と
か
ら
「
復
活
と
再
生
」
の
象
徴
と

言
わ
れ
ま
す
。
今
年
こ
そ
わ
が
国
経

済
の
復
活
と
再
生
に
向
け
、
力
強
く

邁
進
す
る
年
と
し
た
い
も
の
で
す
。

１ 月 の 税 務 と 労 務

―税 務―
★給与所得者の扶養控除等申告書の提出
�提出期限…本年最初の給与支払日の前日
�提出先…給与の支払者（所轄税務署長）

★支払調書の提出 提出期限…１月３１日
★源泉徴収票の交付
�交付期限…１月３１日
�交付先…①所轄税務署長 ②受給者

★固定資産税の償却資産に関する申告
申告期限…１月３１日
★個人の道府県民及び市町村民税の納付（第４期分）
納期限…１月中において市町村の条例で定める日
★前年１２月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
納期限…１月１０日（年２回納付の特例適用者は前年７月
から１２月までの徴収分を１月２０日までに納付）

★１１月決算法人の確定申告〈法人税・消費税・地方消費税・
法人事業税・（法人事業所税）・法人住民税〉
申告期限…１月３１日

★２月，５月，８月，１１月決算法人の３月ごとの期間短縮
に係る確定申告〈消費税・地方消費税〉
申告期限…１月３１日

★法人・個人事業者の１月ごとの期間短縮に係る確定申告
〈消費税・地方消費税〉 申告期限…１月３１日

★５月決算法人の中間申告〈法人税・消費税・地方消費
税・法人事業税・法人住民税〉（半期分）
申告期限…１月３１日

★消費税の年税額が４００万円超の２月，５月，８月決算法人
の３月ごとの中間申告〈消費税・地方消費税〉
申告期限…１月３１日

★消費税の年税額が４，８００万円超の１０月，１１月決算法人を
除く法人・個人事業者の１月ごとの中間申告（９月決算
法人は２カ月分）〈消費税・地方消費税〉
申告期限…１月３１日

★給与支払報告書の提出
�提出期限…１月３１日
�提出義務者…１月１日現在において給与の支払をして
いる者で，給与に対する所得税の源泉徴収義務がある者

�提出先…給与の支払を受けている者の住所地の各市町
村長

―労 務―
★健保・厚保の保険料の納付 納期限…１月３１日

新年を迎えて
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